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本

本

軽
自
動
車
等
の
廃
車
・

名
義
変
更
手
続
は
お
早
め
に

▼
軽
自
動
車
税
は
、
そ
の
年
の
４

月
１
日
時
点
で
登
録
し
て
い
る

車
両
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、月
割
課
税
（
還
付
）

の
制
度
が
な
い
た
め
、
令
和
３

年
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名

義
変
更
（
譲
渡
）
の
手
続
を
し

た
場
合
、
令
和
３
年
度
分
の
年

税
額
す
べ
て
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
廃
車
や
名
義
変
更
手
続
き
を
販

売
店
な
ど
に
依
頼
し
た
場
合
、

期
日
ま
で
に
手
続
が
完
了
し
な

い
た
め
に
課
税
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

手
続
期
限
／
４
月
１
日
木

軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
車
両

①
原
動
機
付
自
転
車
、
ミ
ニ
カ
ー

（
排
気
量
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
）

②
小
型
特
殊
自
動
車
（
耕
運
機
、

ト
ラ
ク
タ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

ト
な
ど
）

③
軽
二
輪
車
、
小
型
二
輪
自
動
車

（
排
気
量
１
２
５
ｃ
ｃ
超
）

④
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
排
気

量
６
６
０
ｃ
ｃ
以
下
）

手
続
が
必
要
な
場
合

①
廃
車
…
今
後
使
用
し
な
い
、
盗
難

に
あ
っ
た
、
廃
棄
処
分
し
た
な
ど

②
名
義
変
更
…
売
却
し
た
、
他
者

に
譲
っ
た
、
亡
く
な
っ
た
家
族
名

義
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
な
ど

手
続
場
所
／
ナ
ン
バ
ー
や
車
種
に

よ
っ
て
、
手
続
場
所
が
異
な
り

ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
各
手
続

先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

石
岡
市
・
八
郷
町
ナ
ン
バ
ー
の
原

動
機
付
自
転
車
、
ミ
ニ
カ
ー
、
小

型
特
殊
自
動
車
（
茨
ナ
ン
バ
ー
・

土
浦
99
ナ
ン
バ
ー
含
む
）

本
庁
税
務
課
・
支
所
市
民
窓
口
課 

土
浦
・
茨
城
・
茨
ナ
ン
バ
ー
の
軽

二
輪
車
、
小
型
二
輪
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
茨
城
事
務
所　

土
浦
支
所

（
つ
く
ば
市
島
名
３
９
１
５
）

℡
０
５
０・３
８
１
６・３
１
０
６

土
浦
・
茨
城
・
茨
ナ
ン
バ
ー
の
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車

茨
城
運
輸
支
局
土
浦
自
動
車
検
査

登
録
事
務
所

（
土
浦
市
卸
町
２
‐
１
‐
３
）

℡
０
５
０・５
５
４
０・２
０
１
８

問　
税
務
課　
℡
23
・
５
５
８
４

土
地
や
家
屋
な
ど
の

評
価
額
を
確
認
で
き
ま
す

▼
新
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
固
定

資
産
税
評
価
額
が
他
の
土
地
・

家
屋
と
比
較
し
て
適
正
か
ど
う

か
を
確
認
で
き
ま
す
。

日
時
／
４
月
１
日
木
～
30
日
金

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
（
土
日
祝
日
を
除
く
。
水
曜

日
は
午
後
７
時
ま
で
）

場
所
／
本
庁
税
務
課
窓
口
（
八
郷

総
合
支
所
で
は
行
い
ま
せ
ん
） 

確
認
で
き
る
人
／
①
固
定
資
産
税

（
土
地
・
家
屋
）
の
納
税
者

②
納
税
者
か
ら
の
委
任
状
に
よ
り

委
任
を
受
け
た
代
理
人 

持
ち
物
／
本
人
確
認
の
運
転
免
許

証
・
健
康
保
険
証
な
ど 

注
意
事
項
／
コ
ピ
ー
不
可
。
償
却

資
産
は
対
象
外
。

名
寄
帳
の
閲
覧

▼
４
月
１
日
か
ら
随
時
、
新
年
度

の
名
寄
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
閲
覧
は
自
分
の
資

産
の
み
）。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
税
務
課　
℡
23
・
７
２
９
５

く
ら
し
・
手
続
き

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

本

支

防災行政無線無料テレフォンサービス
▶防災行政無線が聞き取れなかったとき
　℡0120-99-6907（通話料無料）

緊急診療テレフォンサービス
▶緊急診療が必要な場合の相談・案内

窓口を案内します
　℡ 0800-800-7766

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄



く
ら
し
・
手
続
き

相

談

募

集

お
し
ら
せ

講
座
・
教
室

健

康

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

13　広報いしおか　2021.3.1（No.370）

▶ 3 月 15 日月からは、八郷地区在住の人も「霞台クリーンセンターみらい」にごみを持ち込むこ
とになります。

【注意】新治地方広域事務組合環境クリーンセンターへの持ち込みは３月 13日土 11時 45分まで

旧分類（令和３年３月まで）
石岡地区 八郷地区

1 燃えるゴミ 可燃ごみ
2 空缶・金属 不燃ごみ・カン
3 陶器類 不燃ごみ・カン
4 無色のびん 無色ビン
5 茶色のびん 茶色ビン
6 その他のびん その他ビン
7

蛍光灯・電球 不燃ごみ・カン
8
9 ペットボトル ペットボトル
10 新聞紙 新聞紙・チラシ
11 段ボール 段ボール
12 雑誌・チラシ 雑誌
13 － 牛乳パック
14 － その他紙
15 古布 古布

新分類（令和３年４月から）
市内統一
燃やすごみ
カン・金属類

ガラス・陶磁器類
無色びん
茶色びん
その他びん
蛍光灯・電球

乾電池・水銀体温計
ペットボトル
新聞紙・チラシ
段ボール

雑誌
（雑誌・紙パック・その他紙容器）

古布

霞台クリーンセンターみらい

➡

一般ごみ受付開始日：３月 15 日月
受付時間：午前８時30 分～午後４時 30 分
持ち込みできない日：日曜日、年末年始

新ごみ処理施設稼働に伴う
集積所から収集する分別種別の変更点

（小美玉市高崎１８２４番地２）

※詳しい分別については、広報いしおか２月 15 日号に折り込みの新分別ガイドをご覧ください。

※粗大ごみは「霞台クリーンセンターみら
い」に自己搬入あるいは市で行う戸別回収

（有料・要事前申込）のいずれかでの処分

問い合わせ
　生活環境課　℡ 23-7301
　総務課　（内線 1338）
本
支

新ごみ処理場の利用と
分別の変更について

広 告 掲 載 欄


